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新潟県企業局管理規程第１号 

新潟県電気事業に係る太陽電池発電所の最大出力を定める規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

平成26年３月28日 

新潟県企業管理者  早 福  弘 

新潟県電気事業に係る太陽電池発電所の最大出力を定める規程の一部を改正する規程 

新潟県電気事業に係る太陽電池発電所の最大出力を定める規程（平成23年新潟県企業局管理規程第９号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

 新潟県電気事業、工業用水道事業及び工業用地造

成事業の設置等に関する条例（昭和41年新潟県条例

第64号）第２条第２項ただし書の規定により企業局

長が定める太陽電池発電所の最大出力は、次のとお

りとする。 

  新潟東部太陽光発電所  17,008.7キロワット

  北新潟太陽光発電所    3,980.0キロワット

 新潟県電気事業、工業用水道事業及び工業用地造

成事業の設置等に関する条例（昭和41年新潟県条例

第64号）第２条第２項ただし書の規定により企業局

長が定める太陽電池発電所の最大出力は、次のとお

りとする。 

  新潟東部太陽光発電所  17,008.7キロワット

   

附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 


